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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
（i）開口端部とガス投与側端部とを有するチューブ状ハウジングと、
上記チューブ状ハウジングの上記ガス投与側端部に着脱可能に設けられたキャップと、
上記チューブ状ハウジングの上記開口端部に挿入される第１の端部を有し、その外周が上
記チューブ状ハウジングの内周とスライド可能に係合する大きさに形成されたプランジャ
とを有し、
上記着脱可能に設けられたキャップと上記プランジャとは、ガスの上記チューブ状ハウジ
ングからの侵出を十分に防止できるように構成され、
上記プランジャは、上記チューブ状ハウジング内のガス圧を変化させるために、上記チュ
ーブ状ハウジングに対し、上記開口端部を通して、出し入れされ、
上記チューブ状ハウジング、上記着脱可能に設けられたキャップおよびプランジャは、そ
れぞれ、少なくとも１つのガスバリア性素材からなり、上記ガスのガスシリンジからの侵
出、および外部からの異物の前記ガスシリンジへの侵入を上記キャップが取り外されるま
で実質的に防止することができるガスシリンジと、
（ii）該ガスシリンジを収納する収納容器と、
を備え、
該収納容器と該ガスシリンジとの間の空間にガスが充填された、ガスシリンジ装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
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〔本発明の属する技術分野〕
本発明は、一般的に、単位注入量（最小必要注入量、a unit dose）の医療用ガスを含ん
でいるガス充填済パッケージおよびその製造方法に関する。
【０００２】
〔本発明の背景技術〕
ガス充填されたシリンジは、ガス気泡の患者体内への注入を伴う外科手術の施術などの、
多くの適用において有用なものである。例えば、網膜裂孔は、六フッ化硫黄（ＳＦ6）も
しくはペルフルオロプロパン（Ｃ3Ｆ8）などのガスを、ガスタンポナージュ（gas tampon
age）のために注入して、眼球内外科手術の施術によって治療されることがある。二酸化
炭素（ＣＯ2）ガスは、経皮〔経管〕からの血管内視鏡による診察を容易化するために血
管内に注入されることがある。酸化窒素（ＮＯ）ガスおよびＮＯ放出化合物も、多くの医
療状態を治療するために使用されることがある。例えば、酸化窒素（ＮＯ）ガスおよびＮ
Ｏ放出化合物は、男性インポテンツの治療、腫瘍細胞内でのＤＮＡ合成およびミトコンド
リア呼吸の抑制、および高血圧を制御するための血管平滑筋の弛緩に使用されることがあ
る。
【０００３】
外科手術に用いられるガスは、通常高価であり、そのままで使用可能な状態で販売されて
いない。従来では、外科手術の施術に用いられるガスは、加圧タンクにて販売されている
。シリンジは、充填ラインを用いてタンクから直接充填される。シリンジが充填ラインか
ら外すと、充填ライン内のガスは大気中に放散する。このため、この方法を用いて外科手
術のためのシリンジを用意することは、かなりの量のガスが浪費されるという欠点がある
。病院は忙しい状況にあるため、ガスタンクの遮蔽弁は、間違って開けたままにされるこ
とが多くあり、これは、シリンジにガスを充填する時よりもはるかに多くのガスが浪費さ
れる原因となっている。
【０００４】
高価であるガスが浪費されるという問題と共に、ガスタンクからシリンジを充填すること
に伴う、より深刻な臨床的問題は、手術前におけるシリンジ内のガスの濃度低下である。
シリンジは、手術が行われる日の朝に用意される場合があり、他の手術用具と共に、数時
間後かもしれない必要となる時まで、手術室に配備されている。比較的短時間でのシリン
ジからのガスの漏洩は、臨床的に重大なガス注入量の低下を引起し、手術を面倒なものに
するリスクを増加させる原因になることが実験により分かっている。例えば、プラスチッ
クシリンジ内の六フッ化硫黄の濃度は、吸引から３０秒後の９７％から、６０分後には７
６％に低下し、吸引から１８時間後には２％にまで低下することが確認されている。
【０００５】
〔発明の開示〕
本発明は、ガス充填シリンジの公知の製造方法に関連する上述の欠点を解決すると同時に
、いくつかの利点を実現するものである。本発明の一つの様態によると、使用期限を延長
するために、即ち、ガスの漏洩およびシリンジ内容物の濃度低下を最小限に抑えるために
、使用前において、ガスと共に、ガスバリア性の素材によりパッケージされた、単位注入
量のガス充填済のシリンジが提供される。
【０００６】
また、本発明のガスシリンジ装置は、（i）開口端部とガス投与側端部とを有するチュー
ブ状ハウジングと、上記チューブ状ハウジングの上記ガス投与側端部に着脱可能に設けら
れたキャップと、上記チューブ状ハウジングの上記開口端部に挿入される第１の端部を有
し、その外周が上記チューブ状ハウジングの内周とスライド可能に係合する大きさに形成
されたプランジャとを有し、上記着脱可能に設けられたキャップと上記プランジャとは、
ガスの上記チューブ状ハウジングからの侵出を十分に防止できるように構成され、上記プ
ランジャは、上記チューブ状ハウジング内のガス圧を変化させるために、上記チューブ状
ハウジングに対し、上記開口端部を通して、出し入れされ、上記チューブ状ハウジング、
上記着脱可能に設けられたキャップおよびプランジャは、それぞれ、少なくとも１つのガ
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スバリア性素材からなり、上記ガスのガスシリンジからの侵出、および外部からの異物の
前記ガスシリンジへの侵入を上記キャップが取り外されるまで実質的に防止することがで
きるガスシリンジと、（ii）該ガスシリンジを収納する収納容器と、を備え、該収納容器
と該ガスシリンジとの間の空間にガスが充填されていることを特徴としている。
【０００７】
また、本発明のガスシリンジ装置では、前記ガスバリア性素材は、
Ｖ×（１－ｐ）／（Ａ×Ｓ）（式中、Ｖは前記収納容器の体積であり、ｐは単位注入量の
選択されたガスの許容最小不純物率であり、Ａは前記収納容器の表面積であり、Ｓは前記
ガスシリンジ内の単位注入量の選択されたガスの使用期限である）で定義される最大許容
ガス透過度を有するように設定されていることが好ましい。
【０００８】
〔図面の簡単な説明〕
本発明の、これら及び他の特徴は、添付の図面と共に、以下に示す詳細な説明によって、
より明確に理解されるであろう。
【０００９】
図１は、本発明の一実施形態により形成された、ガスを含み、ガスが充填されたシリンジ
を収納するための収納容器およびカバーの斜視図である。
【００１０】
図２は、内部にシリンジを収納した、図１に示された収納容器およびカバーの側部断面図
である。
【００１１】
図３は、カバーおよびシリンジを除いた、図１に示された収納容器における、上部側から
の斜視図である。
【００１２】
図４は、本発明の他の実施形態により形成された、ガスと、ガスが充填されたシリンジと
を収納した収納容器の斜視図である。
【００１３】
図５は、内部にシリンジを収納した、図４に示された収納容器の側部断面図である。
【００１４】
図６は、本発明のさらに他の実施形態により形成された、ガスを含む収納容器の側断面図
である。
【００１５】
〔好ましい実施の各形態の詳細な説明〕
図１は、本発明の実施の形態に係る、ガス用のシリンジ１２を収納するための収納容器１
０を示す。収納容器１０の説明の前に、シリンジ１２の一例について、図２を参照して説
明する。但し、本発明には、ガスを充填したシリンジであれば、これに限らず他のタイプ
のものも適用できる。適用可能なガス用のシリンジの一例であるシリンジ１２は、チュー
ブ状のハウジング１４を備えている。
【００１６】
上記ハウジング１４は、細長いシリンダー状部１６、円錐台部１８、および、ガスを注入
するための先端部２０が、好適には一体化された同一素材からなるものである。上記チュ
ーブ状のハウジングは、ガラス等、ガス不透過性の高い素材で形成されている。ただし、
後に詳しく述べるように、本発明の収納容器１０がシリンジの内容物の濃度低下や異物混
入を防ぐように構成されているため、上記チューブ状のハウジングはプラスチック等、ガ
ス透過性を有する素材で形成されていてもよい。
【００１７】
図２に示されるように、上記チューブ状のハウジング１４の内部には、選択されたガスを
従来と同様な方法で充填できる空間２２が、ハウジング１４の円筒周囲部分に囲まれて形
成されている。上記ガスは、プランジャ２４によって空間２２内に保持される。上記プラ
ンジャ２４は、上記ハウジング１４の円錐台部１８側となる、基端部側にストッパ２８を
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備えている。
【００１８】
上記ストッパ２８は、空間２２内のガスの圧力を変更制御できるように、チューブ状ハウ
ジング１４のシリンダー状部１６の内側円周に滑動可能に接するような大きさで設けられ
ている。上記先端部２０には、取り外し可能なキャップ３０が被せられている。
【００１９】
ただし、シリンジは、上記先端部２０で開閉できるようになっていてもよく、管または針
が先端部２０に備えられていてもよく、またはシリンジ前面に管または針がシリンジと一
体化されて形成されていてもよい。いずれにせよ、上記収納容器１０は、上記空間２２が
完全密封状態か否かにかかわらず、シリンジ１２内部のガスの濃度が低下したり、上記ガ
スに異物が混入したりするのを防ぐように構成されている。
【００２０】
図１ないし図３に示されるように、上記収納容器１０は下部本体３２および上部本体４４
を有している。本発明の実施の形態においては、下部本体３２は、プランジャ２４がハウ
ジング１４の空間２２から少なくとも部分的に引き出された状態のシリンジ１２を少なく
とも収容できるような大きさに、槽状、または開口した容器状に、好ましくはプレス加工
や他の方法により形成されている。
【００２１】
例えば、上記下部本体３２は、底壁３８、４つの側壁３４、３６、３８、および４０を有
し、好適にはこれらが同一素材で一体化して成る単一の部材であり、内部にシリンジを収
容するための空間４６が上記底壁および側壁に囲まれて形成されている。上記側壁３４、
３６、３８、および４０の上部にはそれぞれフランジ４８、５０、５２、および５４が設
けられている。
【００２２】
上記上部本体４４は、収納容器１０の下部本体３２の開口部５６を覆い、各フランジ４８
、５０、５２、５４のそれぞれに当接するような大きさに形成されている。したがって、
各フランジ４８、５０、５２、５４上に、例えば接着剤５１を使用することによって、上
記上部本体４４および下部本体を互いに接着させ封止（seal）することができる。もしく
は、図５の５３が示すヒートシールにより、上部本体４４および下部本体３２の素材を融
着させて封止することも可能である。どちらの場合でも、上記各フランジ４８、５０、５
２、５４に形成される封止接続部は、シリンジが収納容器１０に収容されたときに収納容
器１０およびシリンジ１２の内容物（すなわちガス）の純度を維持するのに十分なガスバ
リア基準を満たすものとする。
【００２３】
図面では容器の下部本体３２は、長方形の凹部または陥入部を有する長方形の部材として
示されているが、これに限らず、様々な形状に形成することができる。例えば、収納容器
の下部本体３２は、内容物（すなわちシリンジ１２）の形に近い、長方形よりも複雑な形
状に形成することもできる。また、上部本体４４は平面状でなくてもよい。たとえば、図
４および図５に示されるように、収納容器１０の上部本体４４および下部本体３２の両方
を非平面形にし、互いに接着されたときに空間４６を形成するように構成してもよい。ま
た、上記収納容器１０の上部本体４４および下部本体３２は、断面が曲線による形状で（
図４）、先の細くなった各端部５８、６０、６２、６４（図５）をそれぞれ有するように
してもよい。上記の各端部は、収納容器１０の下部本体の各フランジ４８、５０、５２、
５４と、それに対応する上部本体の各フランジ６６、６８、７０、７２とが互いに、かつ
、共に接着されている。
【００２４】
上記構成に代えて、収納容器１０の上部本体４４および下部本体３２は、ガスバリア性の
高い素材の１片を側部７６側で折り曲げて、図６の７４が示す、同一素材の一体化された
部材として形成してもよい。２つの各自由端部７８、８２は、収納容器１０を形成するた
めに使用された素材に応じて、接着層８３を使用して封止されるか、またはヒートシール
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によって封止される。
【００２５】
本発明の実施の形態によると、収納容器１０は、好適には、金属とポリマーの積層体など
、選択されたガスを容器内部に保持するための封止用に使用できる、ガスバリア性の高い
素材によって形成される。シリンジ１２には、選択されたガス（例えば、六フッ化硫黄、
一酸化窒素、など）が単位注入量、従来の方法で充填されている。収納容器１０の下部本
体３２には、このシリンジ１２が、プランジャ２４が少なくとも一部分、空間２２から引
き出された状態で収容される。そして、収納容器１０には、好適には、シリンジ１２内部
のガスと同じガスが充填され、上部本体４４を用いて（例えば、接着剤またはヒートシー
ルを下部本体３２の各フランジ４８、５０、５２、５４に塗布し、上部本体４４の縁に接
着するようにして）密封される。
【００２６】
上記構成に代えて、収納容器１０をガスバリア性の高い素材のシート７４を折り曲げて形
成してもよい。ガスの充填されたシリンジを、シート７４の各自由端部７８および８２の
間に置き、両端部間の空間に同じガスを充填し、その後、封止して上記ガスおよびシリン
ジを封入する。このように、封止された収納容器１０は十分なガスバリア性を有するため
、収納容器内部の気体状の内容物、従ってシリンジ内部の気体状の内容物が収納容器外へ
漏出するのを防ぎ、また、容器およびシリンジ内に気体状の異物が広がることを防止する
。また、収納容器内部およびシリンジ内部に同じガスが使用されているため、シリンジ壁
を透過してガスの交換が起こっても上記単位注入量のガスの濃度低下が無いので、シリン
ジ内部の選択されたガスの保持が簡便になる。
【００２７】
上記のように、収納容器１０にガスバリア性の高い素材が使用されているため、気体分子
が大気中から容器壁を透過して入り込んでシリンジ１２内部の単位注入量のガスの濃度低
下や異物混入を起こすことが防止される。単位注入量のガスの使用期限は、酸素分子等、
大気中の気体が収納容器１０に侵入して異物となる率や、収納容器１０内部の選択された
ガスが侵出する率によって設定される。
【００２８】
収納容器の素材について許容される最大ガス透過度ＧＴＲMAXを算出するために、下記の
式が使用される。Ｖは収納容器１０の容量、Ｐはシリンジ１２内部の単位注入量のガスの
許容される最低純度、Ａは収納容器１０の表面積、Ｓはシリンジ１２内部の単位注入量の
ガスの所望の使用期限である。
【００２９】
【数１】

【００３０】
例えば、単位注入量の六フッ化硫黄では、少なくとも９５％の純度（即ち、Ｐ＝９５％）
のものが望ましい。シリンジ１２は、体積Vが２０立方インチで表面積Ａが６４平方イン
チの収納容器１０内に収納される。使用期限は１年が望ましいので、収納容器１０の素材
に対して許容される最大ガス透過度ＧＴＲMAXは、１平方インチ当たり、１年当たり、0.0
156立方インチ（すなわち、100平方インチ当たり、24時間当たり、0.07cc）である。上記
の例における純度９５％という値は、説明目的のために選んだものに過ぎない。ガスに対
して許容される最小の純度は、使用するガスの種類およびその使用目的によって異なる。
より高いあるいはより低い純度のものを用いる実施の形態は、本発明の範囲内に含まれて
いる。
【００３１】
収納容器１０の好適な素材としては、例えば、アルミ箔ラミネート等の金属箔積層体が挙
げられるが、これに限るものではない。収納容器１０の素材としては、他に、例えば以下
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に示す素材からなる層を金属箔で積層したものを少なくとも１つ含むラミネートが挙げら
れる。即ち、その素材とは、ナイロン、延伸ポリプロピレン（ＯＰＰ）、ポリエチレン（
ＰＥ）、エチレンビニルアルコール（ＥＶＯＨ）、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ
）、低密度ポリエチレン（ＬＤＰＥ）、中密度ポリエチレン（ＭＤＰＥ）、および／また
はセロファンである。ラッカー（lacquer）コーティングを用いて、コールドシーリング
を行うこともできる。
【００３２】
外科処置に用いるガスの中には、分子が大きいものがあり、そのガスよりも酸素の方がポ
リマーからなる膜あるいは金属膜を透過しやすい場合がある。ただし、以下の２つの状況
のいずれにもならなければ、酸素および他のガスの混入によってシリンジ１２内の単位注
入量のガスが薄くなることはない。
【００３３】
すなわち、第１には、収納容器１０の素材が、収納容器内の所望のガスの一部を大気中へ
拡散させるものである場合には、収納容器１０内で失われたガスの体積分だけ、大気中の
他のガス成分に置き換わってしまうことがある。
【００３４】
第２には、収納容器１０内の圧力が収納容器外の大気圧よりも低い場合には、収納容器内
のガスの外部への侵出の有無に関わらず、ガス状の異物が収納容器内に侵入してしまうこ
とがある。収納容器１０内の圧力を、常に大気圧より高く保つようにすれば、収納容器の
素材を、収納容器内のガス透過度に基づいて選択することができる。
【００３５】
所望のガスが、分子が大きい点で特徴的なものであれば、収納容器の素材として、比較的
小さい分子のガスを遮ることができる素材に比べてガスバリア性がかなり低いものを用い
ることができる。収納容器内の圧力を大気圧より高く保つ場合には、関連する最大ガス透
過度、典型的には周囲の大気中の酸素のガス透過度を基準として、収納容器の素材を選択
することが望ましい。
【００３６】
収納容器１０内の所望のガスの制御は、いくつかの方法により達成できる。例えば、形成
／充填／封止装置を用いることができる。形成／充填／封止装置には、脱気装置領域が設
けられており、その領域にて所望のガスを充填する。
【００３７】
１つまたは複数の収納容器１０を形成するために選択された、高いガスバリア性を有する
シート状物（web）を脱気装置領域に入れる。その脱気装置領域内にて、収納容器の一部
が、充填済みのシリンジを内部に収納するための、充分な大きさの例えば、窪み（凹部）
あるいは溝が形成される。そして、このように構成された収納容器の内部に、シリンジを
収納し、例えば他のシート状物を用いて窪みを覆って収納容器を完成させる。このシート
状物を最初のシート状物に対してシールする際には、接着剤を用いるか、あるいはヒート
シーリングを用いる。
【００３８】
したがって、ガスが制御されている脱気装置領域によって、収納容器にシリンジ内と同じ
ガスが確実に充填されるので、収納容器１０中のシリンジ内のガスと異種のガスとが混ざ
ることによって濃度が低くなるという前述した従来の問題が生じることを防ぐことができ
る。
【００３９】
あるいは、収納容器１０内の所望のガスの制御は、次のようにして達成することができる
。すなわち、収納容器にバルブを設け、内部に充填済みのシリンジを入れて封止された収
納容器を脱気できるようにし、脱気した後、所望のガスを収納容器に充填する。
【００４０】
また、収納容器１０にシリンジ１２を予め備えておく必要は全くない。本発明の実施の形
態においては、収納容器１０に所望のガスを充填する（例えば、封止する前にシリンジを
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挿入しない形成／充填／封止装置、あるいは、脱気し、所望のガスを注入（ejection）し
、封止する形成／充填／封止装置を使用）。次に、選択されたガスを有する収納容器１０
内に、空のシリンジに入れる。続いて、収納容器１０に針で穴をあけ、プランジャ２４を
用いてシリンジの空間２２にガスを充填してもよい。
【００４１】
あるいは、シリンジに対して、ガスが充分に不透過なチューブ状ハウジング１４、ストッ
パ２８、およびキャップ３０を収納容器１０に対する必要性を不要とするように組み合わ
せる。それゆえ、上記シリンジにおいては、用いる前に所望のガスを予め充填しておき、
キャップ３０を取り去るまでの間、異種のガスが混入するのを防ぐようになっている。
【００４２】
収納容器１０内にシリンジ１２を予め設けるか否かに関わらず、収納容器１０は、例えば
外科処置に利用できるように殺菌しておくのが好ましい。いくつかの殺菌方法が利用でき
るが、例えば、収納容器１０を形成／充填／封止装置内で形成する方法がある。また、シ
リンジは、形成／充填／封止装置内の無菌室に入れる前に、殺菌してもよく、または、シ
リンジ１２と新たに形成した収納容器１０との両方を、組立の際に殺菌してもよい。
【００４３】
ガスのみを含み、シリンジを備えていない収納容器１０の殺菌は、形成／充填／封止装置
内で行うか、あるいは、ガスが制御された装置および充填用の領域が利用できない場合に
は、組み立ててからガスを充填する前に行うことが可能である。
【００４４】
本発明は、単位注入量の医療用ガスを含む充填済みパッケージと、その製造方法とを提供
するものである。充填済みパッケージとは、パッケージのみ、シリンジを備えたパッケー
ジ、あるいは、ガス不透過部を有するシリンジを備えたパッケージである。
【００４５】
このような充填済みパッケージは、様々な以下の利用例において、その内部に異種のガス
が混入することを防ぐ。例えば、網膜裂孔の治療のために患者の目に気泡を注入する場合
や、血管に二酸化炭素を注入して血液と入れ代えて、経皮〔経管〕からの血管内視鏡によ
る診察の際に良好な観察結果が得られるようにする場合である。
【００４６】
パッケージを形成する素材としては、パッケージ内のガスを所望の純度に保つことができ
るものが選択される。さらに、本発明では、医療処置用にタンクから高価なガスを充填す
る際に生じる前述の各問題を解決することができる。
【００４７】
発明の詳細な説明の項においてなした具体的な実施態様、または実施例は、あくまでも、
本発明の技術内容を明らかにするものであって、そのような具体例にのみ限定して狭義に
解釈されるべきものではなく、本発明の精神と特許請求事項の範囲内で、いろいろと変更
して実施することができるものである。
【００４８】
〔参考情報〕
参考として、シリンジは、最初、選択されたガスが充填され、そして、高ガスバリア性の
素材からなる収納容器内に封入される。そのとき、収納容器にも上記の選択されたガスが
充填される。収納容器の素材としては、選択されたガスの収納容器から大気中への拡散、
また、大気中のガスが異物（汚染物）として収納容器内への混入を防止するのに十分なガ
ス透過度を有するものが選択される。
【００４９】
参考として、シリンジを収納するように、ガスバリア性の素材から収納容器を形成する工
程、上記収納容器内にガス充填済のシリンジを配置する工程、ガス充填済のシリンジ内の
ガスと同一のガスを上記収納容器内に充填する工程、および内部のガスおよびシリンジを
保持するために上記収納容器を封止する工程を含むガス充填シリンジのパッケージング方
法が提供される。
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【００５０】
さらに参考として、シリンジを収納するように、ガスバリア性の素材から、弁を有する収
納容器を形成する工程、ガス充填済のシリンジを上記収納容器内に配置する工程、内部の
シリンジを保持するために、上記収納容器を封止する工程、上記弁を用いて、封止された
上記収納容器を真空排気し、シリンジ内のガスと同一のガスを、上記収納容器内に充填す
る工程を含むガス充填シリンジのパッケージング方法が提供される。
【００５１】
さらに参考として、所定量の選択されたガスを収納容器内に、上記収納容器内の開口部を
介して充填する工程を含むガス充填シリンジのパッケージング方法が提供される。収納容
器は、一度上記開口部が封止されると、収納容器内からガスが漏出しないように、高ガス
バリア性の素材から形成される。上記方法は、さらに、シリンジの針を用いて上記収納容
器に穴を開け、シリンジのプランジャーを引き出すことによりシリンジ内にガスを吸引す
る工程を含んでいる。
【００５２】
また、参考のガスシリンジ装置は、選択されたガスが単位注入量充填済のシリンジと、上
記ガスシリンジを収納し、上記ガスシリンジを外気中の異物から保護するための、ガスバ
リア性素材からなる収納容器とを含み、上記収納容器には、上記収納容器内への混入を低
減するために、上記収納容器内の圧力を外気圧と少なくとも略等しくなるように、上記ガ
スが所定量充填されており、上記ガスバリア性素材は、上記選択されたガスの上記収納容
器内からの侵出を実質的に抑制する十分な最大許容ガス透過度を有することを特徴として
いる。
【００５３】
また、参考のガスシリンジ装置は、選択されたガスが単位注入量充填済のシリンジと、上
記シリンジを収納し、上記シリンジを外気中の異物から保護するための、ガスバリア性素
材からなる収納容器とを含み、上記収納容器には、上記収納容器内への混入を低減するた
めに、上記収納容器内の圧力を外気圧より低くなるように、上記ガスが所定量充填されて
おり、上記ガスバリア性素材は、上記異物の上記収納容器内への侵入を実質的に抑制する
最大許容ガス透過度を有することを特徴としている。
【００５４】
また、参考の使用前のガス充填済のシリンジの形成方法は、シリンジに選択されたガスを
充填するステップと、上記シリンジを収納するための、ガスバリア性素材からなる収納容
器を形成するステップと、上記シリンジを上記収納容器内に格納するステップと、上記収
納容器に上記選択されたガスを充填するステップと、上記選択されたガスおよびシリンジ
を上記収納容器内に保持し、上記シリンジを収納容器の外部の異物から保護するように、
上記収納容器を封止するステップとを含むことを特徴としている。
【００５５】
また、参考の使用前のガス充填済のシリンジの形成方法では、前記収納容器の圧力は、外
気圧と少なくとも実質的に等しく設定され、前記ガスバリア性素材は、前記選択されたガ
スの前記収納容器内からの侵出を実質的に抑制する十分な最大許容ガス透過度を有するこ
とが好ましい。
【００５６】
また、参考の使用前のガス充填済のシリンジの形成方法では、前記収納容器の圧力は、外
気圧よりも低く設定され、前記ガスバリア性素材は、前記異物の前記収納容器内への侵入
を実質的に抑制する十分な最大許容ガス透過度を有することが好ましい。
【００５７】
また、参考の使用前のガス充填済のシリンジの形成方法では、さらに、前記シリンジ、前
記ガスバリア性素材、および前記収納容器内にシリンジを組み合わせた各状態のうちの少
なくとも１つにて殺菌するステップを含むことが好ましい。
【００５８】
また、参考の使用前のガス充填済のシリンジの形成方法は、シリンジに選択されたガスを
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充填するステップと、
上記シリンジを収納するための、ガスバリア性素材からなるバルブ付き収納容器を形成す
るステップと、
上記シリンジを上記収納容器内に載置するステップと、
上記シリンジを上記収納容器内に保持し、上記シリンジを収納容器の外部の異物から保護
するように、上記収納容器を封止するステップと
上記封止した収納容器を上記バルブを介して脱気するステップと、
上記選択されたガスを、上記バルブを用いて上記収納容器に充填するステップとを含むこ
とを特徴としている。
【００５９】
また、参考の使用前のガス充填済のシリンジの形成方法では、前記ガスバリア性素材は、
前記選択されたガスの前記収納容器内からの侵出を実質的に抑制する十分な最大許容ガス
透過度を有することが好ましい。
【００６０】
また、参考の使用前のガス充填済のシリンジの形成方法では、前記シリンジに選択された
ガスを充填するステップは、さらに、
前記選択されたガスを所定量前記収納容器に充填するステップを含み、
前記収納容器の圧力は、外気圧よりも低く設定し、前記ガスバリア性素材は、前記異物の
前記収納容器内への侵入を実質的に抑制する十分な最大許容ガス透過度を有することが好
ましい。
【００６１】
また、参考の使用前のガス充填済のシリンジの形成方法では、さらに、前記シリンジ、前
記ガスバリア性素材、および前記収納容器内にシリンジを組み合わせた各状態のうちの少
なくとも１つにて殺菌するステップを含むことが好ましい。
【００６２】
また、参考の選択されたガスが充填済の使用前のシリンジの形成方法では、シリンジを収
納するための、ガスバリア性素材からなる収納容器を形成するステップと、上記シリンジ
を上記収納容器内に載置するステップと、選択されたガスを上記収納容器に充填するステ
ップと、上記ガスおよびシリンジを上記収納容器内に保持し、上記シリンジを収納容器の
外部の異物から保護するように、上記収納容器を封止するステップとを含むことを特徴と
している。
【００６３】
また、参考の選択されたガスが充填済の使用前のシリンジの形成方法では、前記ガスバリ
ア性素材は、前記選択されたガスの前記収納容器内からの侵出を実質的に抑制する十分な
最大許容ガス透過度を有することが好ましい。
【００６４】
また、参考の選択されたガスが充填済の使用前のシリンジの形成方法では、前記収納容器
の圧力は、外気圧よりも低く設定され、前記ガスバリア性素材は、前記異物の前記収納容
器内への侵入を実質的に抑制するのに十分な最大許容ガス透過度を有することが好ましい
。
【００６５】
また、参考の選択されたガスが充填済の使用前のシリンジの形成方法では、さらに、前記
シリンジ、前記ガスバリア性素材、および前記収納容器内にシリンジを組み合わせた各状
態のうちの少なくとも１つにて殺菌するステップを含むことが好ましい。
【００６６】
また、参考の使用前のガス充填済のシリンジの形成方法では、ガスが充填済のシリンジを
収納するための、ガスバリア性素材からなる、バルブ付き収納容器を形成するステップと
、上記シリンジを上記収納容器内に載置するステップと、上記シリンジを上記収納容器内
に保持し、上記シリンジを収納容器の外部の異物から保護するように、上記収納容器を封
止するステップ上記封止された収納容器を脱気するステップと、上記収納容器に上記シリ
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徴としている。
【００６７】
また、参考の使用前のガス充填済のシリンジの形成方法では、前記ガスバリア性素材は、
前記選択されたガスの前記収納容器内からの侵出を実質的に抑制する十分な最大許容ガス
透過度を有することが好ましい。
【００６８】
また、参考の使用前のガス充填済のシリンジの形成方法では、前記収納容器の圧力は、外
気圧よりも低く設定され、前記ガスバリア性素材は、前記異物の前記収納容器内への侵入
を実質的に抑制する十分な最大許容ガス透過度を有することが好ましい。
【００６９】
また、参考の使用前のガス充填済のシリンジの形成方法では、さらに、前記シリンジ、前
記ガスバリア性素材、および前記収納容器内にシリンジを組み合わせた各状態のうちの少
なくとも１つにて殺菌するステップを含むことが好ましい。
【００７０】
また、参考のガス充填済シリンジの形成方法は、針と、ガスを保持するためのチャンバと
、プランジャとを備えたガス充填済のシリンジの形成方法であって、選択された上記ガス
を保持する収納容器からの上記ガスの侵出を所望のレベルに抑制するに十分な最大許可ガ
ス透過度を有する金属被覆ポリマーのラミネートを含む封止可能な収納容器に上記ガスを
充填するステップと、上記収納容器を封止するステップと、上記収納容器に上記針により
穴を形成するステップと、上記選択されたガスを上記チャンバ内に導入するために、上記
チャンバ内のプランジャを引き出すステップとを有することを特徴としている。
【００７１】
また、参考のガス充填済シリンジの形成方法では、さらに、前記収納容器を殺菌するステ
ップを含むことが好ましい。
【図面の簡単な説明】
【００７２】
【図１】本発明の一実施形態により形成された、ガスを含み、ガスが充填されたシリンジ
を収納するための収納容器およびカバーの斜視図である。
【図２】内部にシリンジを収納した、図１に示された収納容器およびカバーの側部断面図
である。
【図３】カバーおよびシリンジを除いた、図１に示された収納容器における、上部側から
の斜視図である。
【図４】本発明の他の実施形態により形成された、ガスと、ガスが充填されたシリンジと
を収納した収納容器の斜視図である。
【図５】内部にシリンジを収納した、図４に示された収納容器の側部断面図である。
【図６】本発明のさらに他の実施形態により形成された、ガスを含む収納容器の側断面図
である。
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